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【重要】

	

下請法改正に関するオンライン講習会の
開催について

下請法（中小受託取引適正化法）改正のオンライン講習会が下記のとおり開催されますので、経済産業省ホームページ・適正取引支援サイトでご確認のうえ　お申込みください。（URL　https://tekitorisupport.go.jp/shitauke/）

　今回の改正では、従来対象ではなかった運送委託の取引が対象取引に追加と　なり、「物品の運送の委託」を新たに規制対象に追加されております。
【改正の概要】
・運送委託の対象取引への追加
・協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
・手形払等の禁止　ほか

【オンライン講習会実施概要】
開催日程：9月16日（火）、17日（水）、24日（水）
　　　　　10月1日（水）、 8日（水）、15日（水）、22（水）、28（火）
　　　　　11月5日（水）、12日（水）、18日（火）、19日（水）、25日（火）、26日（水）
　　　　　12月3日（水）、10日（水）、17日（水）、23日（火）
　　　　　※令和8年1月以降の開催日程は追って公表されます。
申込〆切：各開催日の2日前
募集定員：各回1,500名
対 象 者：委託事業者で委託取引（発注業務）を管理・担当する方
　　　　　受託事業者で取引条件の交渉を行う方
　　　　　受託取引（受注業務）を担当する方、等。
参 加 費：無料
所要時間：約100分（質疑応答含む）





